
令和７年１２月９日 

学 校 職 員 課 

 

教育長臨時代理の報告（幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則） 

 

１ 主旨 

  令和７年特別区人事委員会勧告等に基づく「幼稚園教育職員の給与に関する条例」の

改正に伴い関係規定を整備するため、「幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則」を一部

改正する必要が生じた。 

本改正は速やかに行う必要があったが、教育委員会を招集するいとまがなかったため、

「世田谷区教育委員会の権限に属する事務の委任等及び補助執行に関する規則」第２条

の２に基づき、教育長の臨時代理により１１月２８日に決定したので報告する。 

 

２ 改正内容 

（１）第４条関係第１項【公布日施行及び令和８年４月１日施行】 

   給与条例の改正に合わせ、一般職員及び管理職員の勤勉手当の支給月数を定める。 

 

（２）別表第２関係【令和７年 12月２日施行】 

   一部の減額事由における減額率を引き上げる旨を定める。 

 

（３）第５条関係第６項【令和８年４月１日施行】 

   高齢者部分休業及び病気休暇の取扱いについて、それぞれの実取得期間 30日を超え 

た場合に限り欠勤日数の算定する旨を定める。 

施行年月日等

<令和７年度１２月期の支給月数>　引上げ分は１２月の勤勉手当より割振り

一般職員 管理職員

支給月数
1.20月

(0.60月)

1.375月

(0.6875月)

引上げ月数
0.025月

(0.025月)

0.025月

(0.025月)

（）内は定年前再任用短時間勤務職員

<令和８年度以降の支給月数>　引上げ分は６月期・１２月期に均等に配分

一般職員 管理職員

支給月数
1.1875月

(0.5875月)

1.3625月

(0.675月)

引上げ月数
0.0125月

(0.0125月)

0.0125月

(0.0125月)

支給月数
2.375月

(1.175月)

2.725月

(1.35月)

引上げ月数
0.025月

(0.025月)

0.025月

(0.025月)

（）内は定年前再任用短時間勤務職員

同上 令和8年4月1日

6月

12月

合計

概　要

勤勉手当

【第４条第１項第１

号及び第２号】

改正規則の公布

の日12月

1



幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

第１条 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則（平成１２年３月世田谷区教育委員 

会規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第１号中「１００分の１１７．５」を「１００分の１２０」に、「

１００分の１３５」を「１００分の１３７．５」に改め、同項第２号中「１００分

の５７．５」を「１００分の６０」に、「１００分の６６．２５」を「１００分の

６８．７５」に改める。 

別表第２の１の部私事欠勤等の取扱いを受けた期間が９日以上あること。の項中

「９日」を「８日」に改め、同部私事欠勤等の取扱いを受けた期間が７日又は８日

あること。の項中「７日又は８日」を「７日」に、「１００分の７０」を「１００

分の８０」に改め、同部私事欠勤等の取扱いを受けた期間が５日又は６日あること

。の項中「１００分の５０」を「１００分の６０」に改め、同部私事欠勤等の取扱

いを受けた期間が４日あること。の項中「１００分の３０」を「１００分の４０」

に改め、同部私事欠勤等の取扱いを受けた期間が３日あること。の項中「１００分

の１０」を「１００分の２０」に改め、同部私事欠勤等の取扱いを受けた期間が２

日あること。の項中「１００分の５」を「１００分の１０」に改め、同部法第２９

条の規定により停職の処分をされたこと。の項中「１００分の２０」を「１００分

の５０」に改め、同部法第２９条の規定により減給の処分をされたこと。の項中「

１００分の１５」を「１００分の３５」に改め、同部法第２９条の規定により戒告

の処分をされたこと。の項中「１００分の１０」を「１００分の２０」に改め、同

表の２の部私事欠勤等の取扱いを受けた期間が３日あること。の項中「１００分の

２０」を「１００分の３０」に改め、同部私事欠勤等の取扱いを受けた期間が２日

あること。の項中「１００分の１０」を「１００分の２０」に改める。 

第２条 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項第１号中「１００分の１２０」を「１００分の１１８．７５」に、 

「１００分の１３７．５」を「１００分の１３６．２５」に改め、同項第２号中「

１００分の６０」を「１００分の５８．７５」に、「１００分の６８．７５」を「

１００分の６７．５」に改める。 

 第５条第６項中「又は子育て部分休暇」を「、子育て部分休暇、高齢者部分休業

又は病気休暇」に、「介護休暇により」を「介護休暇、高齢者部分休業又は病気休
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暇により」に改める。 

附 則 

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行

する。 

⑴ 第１条中第４条第１項の改正規定 公布の日 

⑵ 第１条中別表第２の改正規定 令和７年１２月２日 

⑶ 第２条の規定 令和８年４月１日 
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幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

第１条による改正後 改正前 

○幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則 ○幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則 

平成12年３月31日世教委規則第18号 平成12年３月31日世教委規則第18号 

（支給割合） （支給割合） 

第４条 条例第30条第２項の教育委員会規則で定める支給割合は、次

の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合に勤務期間

におけるその者の別表第１左欄に掲げる欠勤等日数の区分に応じ同

表右欄に定める割合を乗じて得た割合に次項に規定する成績率を乗

じて得た割合とする。 

第４条 条例第30条第２項の教育委員会規則で定める支給割合は、次

の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合に勤務期間

におけるその者の別表第１左欄に掲げる欠勤等日数の区分に応じ同

表右欄に定める割合を乗じて得た割合に次項に規定する成績率を乗

じて得た割合とする。 

(１) 法第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規定により採用

された職員であって、法第22条の４第１項に規定する短時間勤務

の職を占めるもの（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）

以外の職員 100分の120（条例第10条の規定に基づき管理職手当

の支給を受ける職員にあっては、100分の137.5） 

(１) 法第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規定により採用

された職員であって、法第22条の４第１項に規定する短時間勤務

の職を占めるもの（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）

以外の職員 100分の117.5（条例第10条の規定に基づき管理職手

当の支給を受ける職員にあっては、100分の135） 

(２) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の60（条例第10条の規定

に基づき管理職手当の支給を受ける職員にあっては、100分の

68.75） 

(２) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の57.5（条例第10条の規

定に基づき管理職手当の支給を受ける職員にあっては、100分の

66.25） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係） 

１ 条例第10条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員以外

の職員 

１ 条例第10条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員以外

の職員 

 減額事由 減額率   減額事由 減額率  

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が８日

以上あること。 

100分の100   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が９日

以上あること。 

100分の100  

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が７日

あること。 

100分の80   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が７日

又は８日あること。 

100分の70  

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が５日 100分の60   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が５日 100分の50  
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第１条による改正後 改正前 

又は６日あること。 又は６日あること。 

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が４日

あること。 

100分の40   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が４日

あること。 

100分の30  

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が３日

あること。 

100分の20   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が３日

あること。 

100分の10  

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が２日

あること。 

100分の10   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が２日

あること。 

100分の５  

 法第29条の規定により停職の処分をされ

たこと。 

１回につき100分の

50 

  法第29条の規定により停職の処分をされ

たこと。 

１回につき100分の

20 

 

 法第29条の規定により減給の処分をされ

たこと。 

１回につき100分の

35 

  法第29条の規定により減給の処分をされ

たこと。 

１回につき100分の

15 

 

 法第29条の規定により戒告の処分をされ

たこと。 

１回につき100分の

20 

  法第29条の規定により戒告の処分をされ

たこと。 

１回につき100分の

10 

 

２ 条例第10条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員 ２ 条例第10条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員 

 減額事由 減額率   減額事由 減額率  

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が５日

以上あること。 

100分の100   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が５日

以上あること。 

100分の100  

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が４日

あること。 

100分の60   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が４日

あること。 

100分の60  

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が３日

あること。 

100分の30   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が３日

あること。 

100分の20  

 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が２日

あること。 

100分の20   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が２日

あること。 

100分の10  

 法第29条の規定により停職の処分をされ

たこと。 

１回につき100分の

75 

  法第29条の規定により停職の処分をされ

たこと。 

１回につき100分の

75 

 

 法第29条の規定により減給の処分をされ

たこと。 

１回につき100分の

50 

  法第29条の規定により減給の処分をされ

たこと。 

１回につき100分の

50 
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第１条による改正後 改正前 

 法第29条の規定により戒告の処分をされ

たこと。 

１回につき100分の

25 

  法第29条の規定により戒告の処分をされ

たこと。 

１回につき100分の

25 
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第２条による改正後 第１条による改正後 

○幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則 ○幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則 

平成12年３月31日世教委規則第18号 平成12年３月31日世教委規則第18号 

（支給割合） （支給割合） 

第４条 条例第30条第２項の教育委員会規則で定める支給割合は、次

の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合に勤務期間

におけるその者の別表第１左欄に掲げる欠勤等日数の区分に応じ同

表右欄に定める割合を乗じて得た割合に次項に規定する成績率を乗

じて得た割合とする。 

第４条 条例第30条第２項の教育委員会規則で定める支給割合は、次

の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合に勤務期間

におけるその者の別表第１左欄に掲げる欠勤等日数の区分に応じ同

表右欄に定める割合を乗じて得た割合に次項に規定する成績率を乗

じて得た割合とする。 

(１) 法第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規定により採用

された職員であって、法第22条の４第１項に規定する短時間勤務

の職を占めるもの（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）

以外の職員 100分の118.75（条例第10条の規定に基づき管理職手

当の支給を受ける職員にあっては、100分の136.25） 

(１) 法第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規定により採用

された職員であって、法第22条の４第１項に規定する短時間勤務

の職を占めるもの（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）

以外の職員 100分の120（条例第10条の規定に基づき管理職手当

の支給を受ける職員にあっては、100分の137.5） 

(２) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の58.75（条例第10条の

規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員にあっては、100分の

67.5） 

(２) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の60（条例第10条の規定

に基づき管理職手当の支給を受ける職員にあっては、100分の

68.75） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（欠勤等日数） （欠勤等日数） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 第１項及び前２項の規定は、介護休暇、育児部分休業、子育て部分

休暇、高齢者部分休業又は病気休暇により勤務しない期間について

は、それぞれ日を単位として承認された場合における勤務しない期

間から週休日等を除いた日と時間を単位として承認された場合にお

ける勤務しない時間を７時間45分をもって１日として換算した日及

び１日未満の端数の時間（育児短時間勤務職員等として在職した期

間において介護休暇、高齢者部分休業又は病気休暇により勤務しな

い期間にあっては日を単位として承認された場合における勤務しな

６ 第１項及び前２項の規定は、介護休暇、育児部分休業又は子育て

部分休暇により勤務しない期間については、それぞれ日を単位とし

て承認された場合における勤務しない期間から週休日等を除いた日

と時間を単位として承認された場合における勤務しない時間を７時

間45分をもって１日として換算した日及び１日未満の端数の時間

（育児短時間勤務職員等として在職した期間において介護休暇によ

り勤務しない期間にあっては日を単位として承認された場合におけ

る勤務しない期間から週休日等を除いた日における勤務しない時間
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第２条による改正後 第１条による改正後 

い期間から週休日等を除いた日における勤務しない時間と時間を単

位として承認された場合における勤務しない時間を合計した時間を

育児短時間勤務職員等に係る算出率で除して得た時間を７時間45分

をもって１日として換算した日及び１日未満の端数の時間とし、定

年前再任用短時間勤務職員として在職した期間において介護休暇、

育児部分休業、子育て部分休暇、高齢者部分休業又は病気休暇によ

り勤務しない期間にあっては日を単位として承認された場合におけ

る勤務しない期間から週休日等を除いた日における勤務しない時間

と時間を単位として承認された場合における勤務しない時間をそれ

ぞれ合計した時間を勤務時間条例第３条第３項の規定により定めら

れたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得

た数（以下「定年前再任用短時間勤務職員に係る算出率」という。）

で除して得た時間を７時間45分をもって１日として換算した日及び

１日未満の端数の時間とする。）を合計した日及び時間が30日を超

えない場合は、適用しない。 

と時間を単位として承認された場合における勤務しない時間を合計

した時間を育児短時間勤務職員等に係る算出率で除して得た時間を

７時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満の端数の時

間とし、定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間において

介護休暇、育児部分休業又は子育て部分休暇により勤務しない期間

にあっては日を単位として承認された場合における勤務しない期間

から週休日等を除いた日における勤務しない時間と時間を単位とし

て承認された場合における勤務しない時間をそれぞれ合計した時間

を勤務時間条例第３条第３項の規定により定められたその者の勤務

時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下「定年

前再任用短時間勤務職員に係る算出率」という。）で除して得た時間

を７時間45分をもって１日として換算した日及び１日未満の端数の

時間とする。）を合計した日及び時間が30日を超えない場合は、適用

しない。 

７ （略） ７ （略） 

附 則（令和 年 月 日世教委規則第 号） 

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る日から施行する。 

(１) 第１条中第４条第１項の改正規定 公布の日 

(２) 第１条中別表第２の改正規定 令和７年12月２日 

(３) 第２条の規定 令和８年４月１日 
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